
70歳～74歳 75歳以上（普通免許等を保有） 

高齢者講習 

○講義(座学) ○運転適性検査  

○実車指導 

免許証の更新 

新認知機能検査 

認知症の 
おそれあり 

認知症の 
おそれなし 

医師の診断 

運転技能検査 

繰り返し受検可 

認知症でない 

免許の 

取消し等 

更
新
期
間
満
了
ま
で
に
合
格
せ
ず 

免許更新は 

できない(※) 

※ 原付・小特免許は希望 
 により継続できます 

○ 安全運転サポート車等限定条件付免許の導入 

・ 安全運転サポート車等に限定された免許を申請することができるようになります。 

高齢運転者の運転免許の更新が変わります 

（令和４年６月までに施行予定） 

・ 75歳以上で一定の違反歴のある方は、免許更新時に運転技能検査を受ける必要があり 

 ます。 

・ 検査の結果が一定の基準に達しなかった場合は繰り返し受検できますが、更新期間が 

 満了するまでに合格できなければ、免許更新はできません。 

改正後の免許更新の流れ 

合格 

の部分が新設されます 

認知症である 

○ 運転技能検査の新設 

一定の違反歴あり 一定の違反歴なし 

※ 運転技能検査については、教習所等が行う認定検査により代替可能とする。 


